
平 成 ２ ３ 年 ７ 月 １ ６ 日

原 子 力 安 全 ・ 保 安 院

関西電力株式会社大飯発電所１号機の原子炉手動停止について

原子力安全・保安院（以下「保安院」という。）は、平成２３年７月１６日、関

西電力より調整運転中である大飯発電所 1号機において、本日１３時００分から出

力降下し、２１時００分に原子炉を停止することを決定した旨の報告を受けまし

た。

報告によると、７月１５日２２時４６分に蓄圧タンク※１の圧力が３．６５ＭＰａ

まで低下し、保安規定の制限値（４．０４ＭＰａ以上）を下回ったため、２３時０

０分に運転上の制限の逸脱※２を宣言しましたが、その後の窒素注入により、２３時

４５分に蓄圧タンクの圧力が制限値以上の４．０９ＭＰａまで回復、運転上の制限

の逸脱からの復帰をしました。

しかしながら、現時点において、圧力低下の原因が判明していないため、原子炉

を停止し、調査することとしたものです。

保安院は、運転上の制限の逸脱を受けて、現地駐在の原子力保安検査官により、

立入検査を行い、保安規定の遵守状況について確認しています。

さらに今後、事業者が行う原因究明及び是正処置について確認するとともに、現

在、定期検査中であることから、当該設備の機能の確認を行います。

１．関西電力からの報告内容

大飯発電所１号機において、定期点検期間の定格熱出力一定運転中（調整運転

中）のところ、７月１６日１３時００分に出力降下を行い、２０時００分に発電機

を停止し、２１時００分に原子炉を停止することを決定しました。

停止に至った経緯としては、蓄圧タンクの圧力が通常４．６０ＭＰａのところ、

７月１５日２２時４６分に４．１７８ＭＰａを下回ったため、「Ｃ－アキュームレ

ータ圧力高／低」警報が発信されました。その後、３．６５ＭＰａまで低下し、制

限値（４．０４ＭＰａ以上）を下回ったため、２３時００分に運転上の制限の逸脱

を宣言しました。２３時２０分から窒素による加圧を開始し、２３時４５分に蓄圧

タンクの圧力が制限値以上の４．０９ＭＰａまで回復したため、運転上の制限の逸

脱からの復帰を宣言しました。その後、蓄圧タンクの圧力の監視を強化するととも

に、蓄圧タンク及びその周辺の外観点検を行ったものの、異常は認められませんで

した。今後、原子炉を停止し、圧力の低下の原因を調査することとしました。

２．保安院の対応

モニタリングポストの有意な上昇もないため、本事象による外部への放射性物

質の影響はありません。

保安規定の運転上の制限の逸脱を受けて、現地駐在の原子力保安検査官は、立

入検査を行い、保安規定の遵守状況について確認しています。

さらに今後、事業者が行う原因究明及び是正処置について確認するとともに、

現在、定期検査中であることから、当該設備の機能の確認を行います。



※１ 蓄圧タンクとは、緊急時にホウ酸水を原子炉に注入し、停止させるためにホウ酸水を一定の圧力以上に加圧して貯蔵する

タンク。

※２ 運転上の逸脱とは、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器（ポンプ等）の必要台数が定められて

いるものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められ

た時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させるか、または出力低下など

の予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
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